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令和４年度第１回静岡市健康福祉審議会地域福祉専門分科会 会議録 

 

１ 開催日時 

令和４年６月９日（木）18時30分から20時15分まで 

２ 開催場所 

静岡市地域福祉共生センターみなくる 会議室２ 

３ 出 席 者 

江原勝幸委員、朝比奈伸江委員、天野育子委員、石田幸彦委員、亀澤義髙委員、川島徹也

委員、酒井貴代委員、滝和子委員、深澤啓子委員、古井慶治委員、増田樹郎委員、若月雄

介委員 

４ 傍聴者：なし 

５ 議事 

（１）開会 

（２）参与兼福祉総務課長挨拶 

（３）議事 

［審議事項］ 

①第３次地域福祉計画後期実施計画の令和３年度評価の実施及び 

第４次地域福祉計画の計画策定について 

   [報告事項] 

①成年後見制度利用促進計画について 

②重層的支援体制整備事業への移行準備事業について 

③避難行動要支援者の個別避難計画作成モデル事業について 

（４）閉会 

６ 会議内容 

（１）開会 

（２）参与兼福祉総務課長挨拶 

（３）議事 

 

［審議事項］ 

 ①第３次地域福祉計画後期実施計画の令和３年度評価の実施及び第４次地域福祉計画の計画 

策定について 

○江原会長 それでは、これからの進行は、私のほうでさせていただきます。 

      早速ですが議事に入りたいと思います。「第３次地域福祉計画後期実施計画の令 

和３年度評価の実施及び第４次地域福祉計画の計画策定について」事務局から 

説明をお願いいたします。 

○事務局  福祉総務課の宮﨑と申します。座ったままで説明させていただきます。よろしく 

お願いします。 

       まず第３次地域福祉計画令和３年度実績報告と令和５年度からの第４次計画案 
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の策定について御説明させていただきます。資料１－１を御覧ください。 

       令和３年度の事業の評価の結果となっておりまして、資料１－２が令和３年度 

の各課の個別事業の実績の結果となっておりまして、それをまとめたものが資 

料１－１となっております。 

       評価対象や評価の基準については、例年と変更ございませんので、説明は省略 

させていただきます。３ページの評価の概要を御覧ください。 

      １８８事業について、ＳからＣの評価の事業数について表のとおりとなっており 

ます。 

      ４ページでは、評価がＣだった事業について、コロナによるものか、そうでない 

ものかを記載した表となっております。 

      続きまして、基本目標ごとの総合評価について御説明します。６ページを御覧く

ださい。 

      基本目標１：一人ひとりに必要な支援を提供できる環境づくりについては、事業 

      評価の構成比はグラフのとおりで、総合評価はＡ、重点施策の２事業はともにＡ 

でした。 

      基本目標２：多様な主体の協働による地域づくりは、事業評価の構成比はグラフ 

のとおりで、総合評価ではＢ、重点施策２事業はどちらもＳではありましたが、 

基本目標２の地域づくりに分類される事業は、イベントや講座等が多いため、 

高齢者や子供向け事業については、やはりコロナの影響で引き続き、縮小等を 

せざるを得なかった事業も多くありまして、全体として結果はＢとなってしま 

いました。 

      基本目標３にお進みください。地域福祉を担う人づくりについても、構成比のグ 

ラフのとおり総合ではＢ評価、重点施策はＡとＳという結果になりました。こ 

ちらも参加者を集めての事業が多かったため、３つの基本目標のうち、最もＣ 

評価の数が多く、全体としてはＢ評価という結果になりました。 

      資料１－２については、個別の事業評価の結果となっております。細かい説明に 

ついては、省略させていただきますが、昨年度の分科会での御意見を踏まえま 

して、令和２年度の実績評価結果も掲載しまして、黄緑色のセルですけれども、 

前年と令和３年度の比較をできるようにしたところを変更しましたこと、あと、 

事業が直営か委託かというのが分かるとよいという御意見もいただきましたの 

で、（４）の欄に直営か委託かというのを一つ項目を増やさせていただいてま 

す。その２点が表の変更点となっております。 

       昨年度の第１回の部会のときに御意見をいただいたとおり、事業評価の方法に 

ついては、第４次計画の策定に合わせて、評価基準や評価方法について再度検 

討しまして、変更する予定でございます。 

       ただ令和４年度分の事業評価までは、現行計画の後期実施計画の最中でござい 

ますので、この方法で継続して評価については、やらせていただくことを御了 

承ください。 
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続いて、１－３の資料を御覧ください。 

 ８年間の計画となっておりまして、平成２７年度からの４年間の前期計画と 

３１年度からの４年間の後期計画について、それぞれの全体評価の推移をまと 

めたものになります。 

      評価方法について、平成３０年度、３１年度に見直しを一部したこともありまし 

て、多少の変動がございますが、おおむね７０％以上の達成度となっています。 

      １枚めくっていただくと裏面に後期実施計画の中の重点事業の評価について、今、 

令和３年度なので、まだもう１年ございますが、仮に評価した結果として載せ 

させていただいてます。 

      令和４年度の事業評価が出ましたら、改めて総合評価をまとめるつもりでおりま 

す。 

      １－４のカラーのＡ３のものを御覧ください。 

      こちらは、基本目標の３つについての成果指標についてグラフにまとめたものに 

なります。まず青色の基本目標１についてですが、セーフティネットが整備さ 

れるようになったものの日常生活で悩みや不安を感じている人の割合は、８年

前から変動しておりません。また困りごとの内容も健康や経済的なことが多い

という状況は、８年前と変わらず、一番下の表ですが、困りごとの相談先も８

年前から家族・友人知人が多いという結果で、民生委員さんや地域包括支援セ

ンター、市社協に相談する人の割合は、８年前から増えていないという状況が

分かります。 

      続いて真ん中の市民との協働による地域づくりですけれども、基本目標２につい

てです。防災訓練などの地域活動に参加する人の割合が増えておりますが、Ｓ

型デイの会場数や地域福祉交流拠点連携事業の実施数が少し増加しているもの

の、コロナ等の影響も受けて目標には達していない状況です。 

 下のグラフですが、日常生活において、地域で何をしてほしいか。その下が逆

に自分だったら何ができるかという表ですけれども、日常的な家事などの手伝

いは、８年前も今も少なくて、災害時や安否確認などの地域のつながりを望ん

でいるという結果となりました。 

      一番右側の黄色の基本目標３について御説明します。 

       ボランティアの状況が主なものになります。８年間を通して、全体ではボラン

ティアの参加割合が増えてはいるものの、真ん中のグラフを御覧ください。現

在参加しているが、続けたくないというオレンジ色の線が８年間で上昇してし

まっているという状況もありまして、ボランティア人口が増えてはいるものの、

活動のしやすさですとか、継続性については見直しが必要だという分析をして

おります。 

      また一番下の「地域で何が問題だと思うか」という設問に関しては、８年前と比

較して関わりの減少ですとか、担い手不足というのが依然としてはあるものの、

分からないという割合が８年後、今増加しているという傾向がありました。 
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 これらの基本目標３つに関しての成果指標の状況をまとめますと８年間でいい 

方向に結果として出ている部分もあれば、状況が変わらない、または社会状 

況の変化でさらに悪化してしまっているという部分もありまして、引き続き 

次期計画においても、この３つの目標で掲げていた根本的な内容は引き継い 

で、次の計画に反映していく必要があると分析しております。 

       続いて資料１－５を御覧ください。 

       ここまでが現行計画の評価報告となりまして、ここからが次期計画についての

御説明となります。 

       この表自体は、昨年度の書面開催の分科会でも御説明をしました。一度、出さ 

せていただいた資料ですので、既に御覧いただいているものかと思いますが、 

左側の欄が今、説明しました実績評価と成果指標、後は昨年度実施しました 

市民アンケートの結果や市社協で実施された地区懇談会での意見をまとめた 

ものを課題として挙げたものになります。 

       それらを解決することによって、目指すべき、あるべき姿というのがありまし 

て、それを課題解決するために必要なことということで箇条書きにさせてい

ただきました。 

       それをさらに分類したところ、施策の５つの方向性ということで「仕組みづく

り」と「つながりづくり」と「場所づくり」「人づくり」「意識づくり」の

５本を柱として方向性を立てたところまでが昨年度お話させていただいたと

ころかと思います。 

       １枚めくっていただいて、今回、今までの５本柱の方向性を生かしつつ、○○

づくりという書き方だけではなく、何を目指す基本目標かというのをより分

かりやすく、行動で表すために動詞型の補足の言葉もつけさせていただきま

した。 

 「意識づくり、認め合う」多様性を認め、支え合う心を育てます。つまりは

福祉教育のことです。右側に取組の視点というのがありまして、多世代に対

して福祉の大切さを伝える。自分の地域や身の回りにある課題を自分たちで

見つけ行動する力をつける。 

        続いて「仕組みづくり、届ける」支援が必要な人に適切な支援を届けます。

これはつまり個別支援のことを指します。悩みや困りごとを一人で抱え込ま

ず、適切な支援先へ相談できる仕組みをつくる。地域住民の複雑・多様化す

る複合的な問題に対応する他業種・多職種との支援体制を構築する。「場所

づくり、参加する」考え、学び合い、参加できる地域をつくります。これは

活発な地域活動を指します。地域に住む人たちが世代を超えてつながり、話

し合う場をつくる。社会参加の場を増やし、誰もが活躍できる福祉活動を展

開する。つづけて「人づくり、育てる」様々な世代の地域の担い手を増やし、

活動を支援します。つまり担い手の確保です。誰もが地域の活動に関わるこ

とができる仕組みをつくる。地域にある様々な社会資源を発掘し、活用する。
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最後に「つながりづくり、持続させる」人と人とがお互いにつながり、支え

合える仕組みを持続させます。多様な主体の連携と継続。地域に住む人たち

が主体となった支え合い活動を推進する。地区社協を基盤として、地域にあ

る多様な団体とつながり、活動をとおしてそれぞれの役割を活かす。地域活

動と専門的支援の連携を強め、災害にも強い地域ネットワークをつくり、切

れ目のない適切な支援を提供する。 

        というような５本柱に対しての取組の視点という形で骨子案といたしました。 

        続いてめくっていただくと、Ａ３の細かい字のものがあると思いますが、こ 

ちらがさらに市民の方に今の骨子のことについて、より分かりやすく説明す

るために文章化したものになります。 

       内容としては、先ほど読み上げたものと同じになっているんですけれども、右

側に緑色の字で地域福祉に関する普及啓発ですとか、福祉教育の推進ですと

か、生活困窮者支援・権利擁護などといった具体的な事業が思い浮かぶよう

な形で代表的なものを載せさせていただいています。 

       これは全部読むと長いので、目を通していただきまして、中身を御意見いただ 

けたらと思いますが、基本目標の整理として、市社協の担当の方と協議を重 

ねて、このような形でまとめまして、基本この定義の仕方をベースにして、

肉づけをしていく形で計画の中身ができていくイメージです。文章ですとか、

言葉の言い回しでこっちのほうがイメージが伝わるですとか、ここの意味が

伝わりにくいとか、御意見ございましたら、修正案等を御提案いただければ

と思います。 

       めくっていただいて図になっております。これは、今説明しました５つの基本 

目標の関連性を図にしたものになります。下に仕組みづくりがありますが、

仕組みづくりがやはり核となって、基盤となって土台となり、その上を固め

るのが意識づくり。そこからエネルギーが出ておりまして、中央の球体、ボ

ールが飛び跳ねて、上の実現に向けて上昇していくイメージで作成しました。

球体の中身である場所づくり、人づくり、つながりづくりについては、相互

に連携し、循環しあいながら弾んでいくというようなイメージ図になってい

ます。 

 図の中に空欄になっている四角があると思うんですけれども、これは、先ほ

ど御説明した５つの柱の動詞から連想するピクトグラムのような絵を挿入す

るイメージです。それをアイコンのような形にしまして、計画の本文中です

とか、図の中の説明にも使用して、誰にとっても一目で分かりやすい計画の

説明になればと思っております。 

 基本理念の案については、前回の会議の場で提案させていただいたものから、

修正は特にしておりません。誰もがここで暮らしたいと思う地域づくりを目

指してという形に、現状「案」で考えております。 

       サブタイトル副題が想定されておりますけれども、現在幾つか候補が検討中で
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して、それについては、計画骨子が出来上がっていく段階で、より具体的にな

ってくる部分かと思いますので、本日は説明いたしませんが、今後皆様からの

御意見等を反映させて固めていくということであります。 

      最後に１－６のスケジュールについて御覧ください。 

 黄色の枠で囲っている専門分科会が今回になりますが、御覧のとおり１回目、

本日と９月頃と１月頃の３回を予定しております。年度末に計画の冊子を作成

する予定ですので、それに向けて、中身を詰めていくことになりますが、１２

月冬頃に計画案という形で、ある程度、形になったものをパブリックコメント

をとって、市民の方々から御意見を伺って、その内容を最後に反映させていた

だくつもりでおります。 

      本日は、別で１枚ぺらで配らせていただきました、つながるシートについてです。

こちらは、市社協のほうと協議の中で提案していただいたものになりまして、

これまでの計画というのが、冊子にして、皆さんに配付してというところで終

わりだったんですけれども、計画が市民一人一人にとってどういうものなのか。

自分が何ができるかということを考えていただいて、行動に移していただくた

めに、計画×○○と言うような形で、このシートを使ってできることを考えてい

ただきたいなと思っております。 

      まだ案の段階ですので、ちょっと細かいところは、これから修正が入るかと思い

ますけれども、計画の冊子のページの中に挟み込むような形で活用できたらな

と思っております。 

      計画についての説明は以上になります。御意見等よろしくお願いします。 

○江原会長 ありがとうございました。大変ボリュームのあるところをかいつまんで説明して 

いただきましたが、これについて、皆さんのほうから質問、御意見等ございま

すでしょうか。 

○亀澤委員  民生委員の亀澤です。よろしくお願いします。資料１－４なんですけれど、す 

みません、素人的な質問ばっかりで申し訳ないんですけれども。一番下の困り

ごとの相談先ということで、私は民生児童委員なんですけど、このグラフを見

ますと見えないぐらい少ないですよね。それで、これは市民アンケートで取っ

た。市民アンケートはどういう方法でグラフを出したのかというのと。それと

左の０、５０、１００って、縦に数字がありますけど。これはパーセントなん

でしょうか。ということと、もう一つだけ続けちゃいますと、民生児童委員の

左に民間相談機関というのがありますけれど、これはどのようなものなのでし

ょうか。以上です。 

○事務局  お答えさせていただきます。グラフの表記が省略されてしまっていて申し訳ない

ですが、これは縦軸がパーセントになっております。８年前、２０１３年も２

０２１年も３，０００人の市民の方を無作為抽出させていただいて、郵送でお

送りしました市民アンケートの結果となっております。有効回答数が令和３年

度で１，１６２件となっておりますので、４０％ぐらいの回答率となっており
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ます。民間相談機関というのが、こちらも具体的には想定は、特に記載してい

ただくものではないんですけれども。市社協さんとか、障害者の相談機関以外

の方に相談先というようなイメージなんですが。具体的に市民の方から例を挙

げていただいているわけじゃなくて、こちらも分かりかねる部分ではあるんで

すが。よろしいでしょうか。 

○亀澤委員  私たち、民生委員は一応、キャッチフレーズというと変なんですけど、皆さん 

に一番身近な相談相手ということで活動しているんですけど。その中で家族と

か友人、知人、親戚が隣近所。これがまさしく普通の皆さんには、身近な相談

相手かなと思います。これが多いんですよね。「民生委員も身近な相談相手で

す。ぜひ相談してください」と言ってるんですけど、非常にパーセントが少な

くて、ちょっとショックを受けているような状態です。反省材料かなと思って、

非常に参考になりました。ありがとうございました。 

○江原会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○天野委員 先ほど、イメージ図でしょうかね。１－５の一番最後の基本理念ということで、

デザイン化していただいたので、多分、見やすくするようにということでお話

があったんですけれども。お話を聞くとイメージがつくんですけど、パッと見

たときに、上で球体が跳ねているというイメージに、最初にこれを見たときに

見えなくて、それが循環しているっていう風に、なかなか見えなかったので。

もうちょっと分かりやすい見方がないかなと思っているんですけど。代替案は

ないんですけれども、ちょっと分かりにくかったなというところで意見をさせ

ていただきます。以上です。 

○事務局  ありがとうございます。図なので、見やすくて言葉で説明しなくても、見て分か

るようなものが本当は適切だと思うんですけれども。ちょっと画力の限界でこ

うなってしまってまして、もし冊子にする際には、業者のデザインとかも入れ

まして、もう少し具体的にイメージがわきやすいような図にできたらなと現在

考えております。御意見ありがとうございます。 

○江原会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○深澤委員 民生委員さんとか、児童委員さんに、なかなか声が届かないよというお話だった

んですが、例えば民生委員さんとかは、お名前は分かっても電話先を教えてく

ださらないとか、地域にもよるんですが、それは理由もあると思うのですが。

なかなかたどり着かないという部分が現実的にはあるなというのがあるので、

そういうところは、どんなふうなものでしょうね。と思います。 

○事務局  事務局のほうから答えさせていただくとすれば、今、個人情報等の関係もあって、

お電話等で問い合わせがあったときに、直接民生委員さんのお名前ですとか、

お電話番号はお伝えはしていないんですけれども。例えば、こういう困りごと

があったということでお電話をいただければ、その地区の民生委員さんのほう

に役所のほうから連絡を取りまして、こういった方が地域にいらっしゃるよう

なんだけれども、御連絡先を教えてもいいですかとか。「民生委員さんのほう
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から御連絡していただけませんか」というふうに、逆におつなぎできるような

形で民生委員さんに伝えているような状況です。 

      ちょっと資料の中で説明は割愛させていただいたんですけれども。先ほどの図、

丸の球体の図の次のページに、「地域に民生委員、児童委員がいることは御存

じですか」というようなグラフをつけさせていただいてまして。こちらが一応、

年齢別のクロス集計の結果になってまして、やはり若い世代は、なかなか民生

委員さんがいることですとか、何をされているか知らないという状況ですけれ

ども、年齢が上がるにつれて、水色の割合が増えておりまして、いらっしゃる

ことも知っているし、何をしているかも知っているよ、という形で高齢の方に

とっては、相談しやすいお立場の方だと言うことは、アンケート結果からも出

ております。 

なかなか民生委員さんの負担も増えている中で、全ての問題を民生委員さんが

引き受けるのも大変かと思いますけれども、せっかく地域にいらっしゃる方々

なので、ぜひともおつなぎさせていただいて、そこからまた行政の支援サービ

スですとか、地域包括につないだりということをやっていただければなと思っ

ております。すみません。お答えにはなっておりませんが、ありがとうござい

ます。 

○江原会長 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。 

○古井委員 先ほど亀澤委員から質問があった資料１－４なんですが、日常生活の悩みや困り

ごとの相談先が分からない。家族や友人知人には相談できるけれども、公的な

機関になかなかつながらないというところの課題を整理していただいているの

かなと思いました。 

      一番下、青いところの３つ目の支援機関や地域とつながることができない人、こ

ういう方がいるということを認識した上で、孤立させないという、ここの課題

を重点的に取り組むということは、とても大切だと思いますので、今後、具体

的に施策として何ができるかということを検討していく必要があるかと思いま

す。 

それと、もう一つ、細かいところなんですが、資料１－６がスケジュールにな 

っている。その前のページに市社協の作業部会資料というのが参考でついてお

りまして、この中の２－（２）相談支援のところに右側２つのポツで、つなが

る手だてのない人の支援という表現と、支援拒否者への支援、まさに先ほどの

ところが具体的につながる手だてがない人がいること。それから、支援拒否者

への支援ということが具体的に出ているので、そういったところが大事な課題

になってくると思われますが一点、支援拒否者という言葉が、個人的に表現と

してどうかと思って。多分、拒否しているわけではなく、自ら助けを求めてい

ないだけじゃないかなと思って。自ら助けを求めない人とか、求められない人

とか、そのような表現の方がいいかなという感じがします。 

      そういったときに、求めがないから、つながらないだけで、もう少し積極的に相
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談機関だとか、出向いていったり、あるいは周りの方が気づいていったら、ど

うやってその関わりを持っていったというところが課題になってくるかと思い

ますので、その点も今後の計画の中で具体的に反映できたらいいんじゃないか

なというところで意見を添えたいと思います。 

○江原会長 ありがとうございます。 

○滝委員  滝と申します。事業評価の事業一つ一つについては、今回は対象にはなっていな

いとは思うんですけれども、一点、７０番の養育支援訪問事業、こちらＣ評価

になっているものなんですけれども、事業目標が２３世帯で訪問世帯数が１５

世帯とあります。この事業が本当に、妊娠・出産期の女性にとっては、セーフ

ティネットになるような事業だと思うんですね。一人でなかなか育てられない

という方を専門家が伴走するというふうな。家庭の中で伴走するという事業で

す。このＣ評価に対して、前の６ページの中では、ナンバー７０の事業は令和

２年度実績でもＣであり、目標設定と実際のニーズ把握に差があったとも考え

られるとありますが、この事業は対象の方が子育てに困難を感じている方が、

自ら助けを求めて、その対象になるものではないと思うんですね。多分、保健

師だったり、いろんな方々から、この家庭は要支援だということが判断の基に

保護の対象になるという事業だと思うんですけれども。 

       その中で、静岡市こんなに広いのに年間訪問世帯数が１５世帯、もっと予算も

あるのにこれだけになったということは、すなわちセーフティネットとして、

きちんと機能しているのかなというのが、とても気になります。どういう形で

対象の家庭になるかという判断をどなたがどのようにしているのかというのが、

この中では分からないんですけれども、そのハードルが高過ぎないか。あるい

は、いろいろなセーフティネットの網が荒すぎるのではないか。 

       例えば保健師さんだけが、そのあたりを認定をしているのであれば、いろいろ

な相談機関ですとか、専門家、助産師さんですとか、小児科医ですとか、いろ

いろなその時期の母子に関わる専門家はたくさんいるので、その中でもうちょ

っと必要な方のところに届くような事業になってほしいなと思いますし。それ

を実際のニーズ把握に差があったという記述なので、ニーズがなかったという

ふうにとれるような記述になっているのがとても気になりました。コロナ禍で、

とても支援が必要だなという家庭が実際には声が挙がっていないけれども、た

くさん出てきているのではないかという専門家の御意見がたくさんありますの

で、そのあたり事業に対して、いろいろな形で専門家が連携を取って、少しで

もセーフティネットの目が細かくなるように望みます。 

○事務局  御意見ありがとうございます。ニーズと目標がマッチしていないという書き方を

してしまって誤解を招いてしまったかもしれないんですけれども。これが一応、

数値目標を立てることになっていて、こちらの数値の見込みと実情があってい

なかったという意味で書かせていただいたんですが。 

昨年度もＣ事業だったものですから、事業担当課のほうに事情を聞いておりま 
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して、療育支援相談事業なんですけれども、やはり希望者が使うというもので

はなくて、保健福祉センターですとか、子育て支援課のほうから、この家庭が

必要であると判断されたケースというのが挙がってくるということで、そこか

ら関係部署で集まって、この方にどういうフォローをするのかという検討がな

されるそうです。その検討の結果、この事業でなくて、類似の子育て支援ヘル

パーさんの派遣などを使って、対応できそうなケースについては、それを使う

などして、ほかの事業でフォローしたりもしているということでして。実際に

やっている課のほうにも、今いただいた御意見をお伝えさせていただいて、ま

た見直すべきところがありましたら、させていただくようにお伝えさせていた

だくつもりです。ありがとうございます。 

○江原会長 ありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。 

○増田委員 資料を読ませていただきまして、後期事業の調査表を読んだときに、一つ気にな

ったことは、定量評価ばかりなんですね。定性評価のどこにも記述がないんで

すよ。いわゆる、分類論の計画であれば十分に定量でもそこそこ説得力がある

んですけれども。この定性評価なしの定量だけという、これは少し見直す必要

があろうかなと。第３次は、この形式なんですけど、第４次はそれで出される

というのは、少し。先ほど宮﨑さんは、評価の見直しをしますとおっしゃいま

したので、そのあたりも評価の在り方、地域福祉計画らしい評価の御検討をく

ださるだろうということを期待申し上げたいと思っております。 

 その上で、今度の新しい第４次の計画に際しては、本当に御熱心に調査分析

をされたという経緯を知っておりますので、その点については敬意を表したい

と思います。 

ただ、先ほどありましたように、第３次の振り返り、困りごとの相談先とい

ったことは、民生委員さんを否定しているわけじゃないんですけど、困りごと

と言われたときに、市民からしたら、民生委員さんに言うほどではない。専門

機関に言うほどでもない。あるいは生活の困りごとを誰に相談するかというイ

メージだと思いますので、もう少し深刻な生活の困難さということになれば、

民生委員さんや、専門機関が登場してくるだろうと思うんですけどね。質問の

仕方によっては、市民がどのようなレベルで困りごとを捉えているかというこ

とに、ここが想定されないと正確な分析にはならないと思いました。余計なこ

とでございますが。 

       さてそれで、次回の場合はロードマップが示されるだろうと思っております。

この４年間のロードマップですね。検討されていくべきだと思いますけれども。

例えば、図の話題が先ほど出ておりましたが、仕組みづくりが下にあって、意

識づくりが上にあって、それでいいのかということですね。こういうポンチ絵

といいましょうか、ある意味では、市のポリシーがこの中に一つ形づくられて

いることになりますね。果たして一番下の基盤は仕組みづくりなのか。その上

に意識がくるのかとなったのは、どこかでしっかり説明ができないと、多分、
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絵そのものがポンチ絵そのものが説得力を持たないだろうと思います。 

 例えば重層的支援、包括的支援という言葉があったときに、市民にはそれは、

なかなか通用しませんが、ただ重層的支援が担っているのは、一人の当事者、

御家族が決して市民として見逃されないといいましょうか、ネットワークの中

で支え合っていけるシステムにしましょう、というような重層的なことの大き

いものだと思うんですけど。それは、この中でどうやって説明できるのかとい

うイメージをどこかで描かないと。あるいは、包括的な支援もそうなんですね。

地域を包括的に捉えてみましょう。そういうものをどこかに捉えていかないと、

この５つの何なにづくりに捉われて、逆に施策全体の仕組みがうまく説明でき

ていない。ということが起こりうるんだろうなと思うんですね。だから、上の

３つが球のようにというのは、一つのイメージでしょうけど、この３つがうま

く球のように湾曲して、そこで何が実現できるだろうかという、それを思った

んですね。見えてきて初めて説得力を持って、お伝えできる。説明できると思

うんですね。このあたりが実はポンチ絵を描く難しさで一つの１枚のペーパー

で市民にわかっていただく。人、施策全体が見えてくるように、いろんなもの

を組み合わせをそこでしていかなきゃいけませんので。シンプルがベストとは

限らなくて、どういうふうに描いていくのかというのが、これから検討されて

いかなきゃいけないのかなと思っています。 

いろいろとまだ、お話をしなきゃいけないことがあるんですけど、例えばつ

ながるシートを使用するというのは、定量的な評価ではない、定性的な評価の

中の市民や関係者の声をきちっと拾っていきましょうという試みですよね。で

すから、それもまた、これからつながるシートが出てきた様々な意見や要望や

期待というものをこういうふうに盛り込んでいく。あるいは課題整理をしてい

く。この議論の見通しと考えたら、つくりましたよ。やりましたよ、だけど、

それはどうやってこれから生かしていくんだと言われたのが、大切になってく

るかなと思います。思いつくままに幾つか申し上げました。ぜひそのあたりも

検討しながら進めていただけたらと思います。 

       最後にもう一言だけ、ＳＤＧｓが全く出てきませんが、静岡市さんは大丈夫で 

すか。標榜なさっているのでね。頑張りなさっているのでＳＤＧｓは。どこか

で接点をもたしたほうが必要ではないでしょうかね。以上です。 

○事務局  ありがとうございます。ポンチ絵については、もう少し改良させていただいて、

なぜその絵になるのかという説明もきちっとできるように用意していきたいと

思います。 

      ＳＤＧｓについても、おっしゃるとおりで、静岡市は宣言を上げておりまして、

ハブ都市にもなっているので、必ず絡めていかなければいけないと思っていま

す。誰一人、取り残さないというところがまさに地域福祉の地域共生社会とい

うところにも通じると思いますので、冊子の中で、リンクさせるような形で表

現できたらなと思っています。御意見ありがとうございます。 
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○若月委員 今、優しく、辛辣に、かつ厳しく御指摘アドバイスをいただいたので、私は逆  

に市民委員として一つだけ。 

       私の住んでるマンションというか、同じ建物の中で９２歳の男性と８２歳の女

性、御夫婦ですよ。住んでいらしたんですけど、先日、お風呂から出てきて、

奥様の背中をさすってあげていたら、そのまま亡くなってしまいました。８２

歳でした。９２歳の御主人がそのまま残ってしまって、右往左往していました。

そのときに、私がたまたま通りかかって、思い浮かんだ、どこかいいところ、

誰かいないかなと思ったら、そう言えば、何とかセンターって各地にあるよね

というのをここで覚えて、結果的に城東にそういうのがあるというのが分かっ

たんですけど、それが分からなくて「さあ、どうしよう」というときに、これ

は市役所に聞くしかないなというので、私の電話番号の中に、ここの福祉総務

課の電話番号があって、どなたか分からない。分からないから、そこに電話し

て、実はこういうことがあったので、今この場に対応できるような機関の方か

ら、この男性にお電話を差し上げてくれないかと、どなたかがきっとお受けい

ただいたと思うんです。そうしましたら、その後、９２歳の男性のところに、

しかるべくところから、ちゃんと電話が入って、何がどう困っていらっしゃる

かということをお聞きして、その後は、皆さんにお任せして私はタッチしてな

いんですけれども。即座に対応してくださったようで、お葬式の前にも、そう

いう電話がいったということだったので、ちゃんとやっていらっしゃるようで

すので、そういう意味でいうと、市も捨てたもんじゃないなと思って。１１０

番の代わりに市の福祉総務課に電話をしてしまいました。どなたかが、しかる

べくところに連絡を取って、その方のところに連絡がいったという意味におい

ては、こういうつながりが、そういうところにあるんだなと。 

       私がたまたまここに参加させていただいているんで、福祉総務課の電話番号も

分かっているんだけど、分からない方は、「さあ、どこにかけたらいいんだろ

う。どうすればいいんだろう」かといって、民生委員さんという単語が分から

ない人もいるし。何とか何とか１１０番というのがあれば一番いいのかもしれ

ませんけど。そんなようなことを今、思い浮かびました。市民委員の単なる独

り言でございました。失礼いたしました。 

○江原会長 ありがとうございました。それでは、ほかにないようですので、この第３次の評

価と第４次の計画策定については、これでよろしいでしょうか。今後、これに

基づいて進めていくということで、今御意見が出ましたので、意見をさらに検

討しながら、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

      それでは、続きまして報告事項にまいります。成年後見制度利用促進計画につい

て事務局から説明をお願いします。 
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[報告事項]①成年後見制度利用促進計画について 

○事務局  福祉総務課の塩谷と申します。よろしくお願いいたします。座って失礼します。 

      私のほうから成年後見制度利用促進計画について、お話をさせていただきます。 

      まず資料２を御覧ください。こちらは、国のほうから示されている成年後見制度

利用促進基本計画というものの概要になります。今日は、お時間が限られてま

すので、内容を抜粋して、お話をさせていただきます。 

      国のほうで昨年度が第１期の計画の最終年度であったため、第２期の計画の検討

をして、今年の３月に閣議決定されたところです。その中で示されているもの

として、こちらの２ページ目を御覧ください。 

 基本的な考え方ということで、以下の３つが挙げられていました。内容として

は、地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進するということと、制

度の運用改善等を行うことで、全国どの地域においても、制度の利用を必要と

する人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、

本人の地域社会への参加の実現を目指す。 

      もう一つが、福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要なときに、司法によ

る権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。という３つが示され

ました。 

      こちらの基本的な考え方を基に、国のほうで大きく３つの計画的に講ずべく施策

ということで大きく３つのものが挙げられています。こちらが３ページ目から

の内容になります。 

 まず一つ目が成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策

の充実というものになります。こちらは、民法改正に向けた中長期的な計画を

含め、成年後見制度に限らず、総合的な権利擁護支援策を充実させていきまし

ょうというものになります。 

      ２つ目が尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等

というものになります。こちらについては、いろいろとその下に記載はあるん

ですけれども、意思決定支援だったり、家庭裁判所との連携などによって、本

人さんが尊厳のある生活を継続できるように成年後見制度を活用していきまし

ょうということになります。 

      ３つ目、次のページ４ページ目に移りまして、権利擁護支援の地域連携ネットワ

ークづくりというものになります。地域連携ネットワークづくりというのは、

恐らく権利擁護支援に限った話ではないですが、本人さんがちゃんと地域社会

の中に参画していけるように包括的だったり、多層的なネットワークをつくっ

ていきましょう、というものになっています。 

      また５ページのほうで、このネットワークづくりをする際の視点ということで、

権利擁護支援を始める前の時期、また申立てから後見人の選任までの時期、そ

して成年後見制度を開始した後という、３つの場面に分けて、それぞれ必要な

取組をしていきましょうということが示されています。 
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      こちらの国の計画を基に、静岡市でも今年度が第１期の計画の最終年度になるも

のですから、第２期の計画を策定しているところであります。こちらの内容が

次の資料ですね。３－１に移りますが、こちらで概要をお話させていただきま

す。 

 計画策定の趣旨ですが、権利擁護支援を必要とする方の増加が見込まれる中で、

その方々が尊厳のある本人らしい生活を継続できる体制を整備し、本人の地域

社会への参加を実現するために、計画を策定するというものになります。 

 計画期間なんですけれども、今現在、成年後見制度利用促進計画については、

先ほど審議をしていただきました地域福祉基本計画の関連計画という位置づけ

ではあったんですが、今回の第２期から、地域福祉基本計画の中に内包させて

いただくということで、計画期間についても、同じ８年間とさせていただきま

す。 

      しかし国の計画自体は、少し図の上にありますように、２６年度までの５年計画

になっておりまして、そちらの静岡市の計画の途中で、そこが切り替わるよう

な形になってきますので、そういった時期ですとか、それ以外の民法改正等も

あるかもしれないので、そういったところを踏まえて、必要に応じて修正を行

っていく予定です。 

      続いて３番、ほかの計画との関係については、今申し上げましたように、地域福

祉基本計画の中に内包をして、そのうちの重点取組のような位置づけで策定す

ることになるのではないかと今の現段階で考えております。 

      次のページにいきまして、策定のスケジュールにつきましては、基本的にこちら

の地域福祉専門分科会の流れと同じように、成年後見のほうでも利用促進協議

会というものを持っておりますので、そちらの場でも議論を行いつつ、こちら

でも情報を共有させていただくという形になると思います。 

      続いて５番の計画の内容については、次の資料３－２のほうに簡単に図にまとめ

たものがございますので、そちらを御覧ください。 

      大元にありますのが、先ほども申し上げました地域福祉基本計画となります。そ

のうちの成年後見制度利用促進に関する部分を法律上で定められている市区町

村が定める基本的な計画というものに位置づける予定です。 

      基本施策につきましては、先ほど少し簡単に説明をした国の計画をいかして、そ

こに向けて取組を行っていくということで３つの施策を挙げさせてもらってい

ます。 

      そちらを実現するために何が必要かというところが、下の取組の欄になります。

左側ですね、重点的な取組として何を行うかというところで、まずは意思決定

支援の充実というところを考えています。御本人様にとって何がベストかとい

うところを考えていくというのが、権利擁護支援の一番の基本になるところだ

と思いますので、その内容として研修を実施するだとか、静岡市のほうでも市

民後見人の養成というものも行っておりますので、その中で意思決定支援、市
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民後見人の候補者になった方にも、市民後見人の活動はもちろんなんですけれ

ども、それ以外にも意思決定支援などへの参画をしていけたらいいなと考えて

おります。 

      後は、任意後見制度というものが、御自身の判断能力が落ちる前から、御自身の

意思を決定しておくようなことができるようなものになるものですから、そう

いったところをもっと普及ですとか、啓発していけたらと考えております。 

      その下の受任者調整機能の強化という部分につきましては、今年度から受任者調

整会議という機会を設けさせていただいておりまして、後見人さんと御本人様

のミスマッチが起こらないようにという取組をさせてもらっていますので、そ

ちらを継続的に行っていけたらと考えております。 

 重点的な取組の２つ目として、多様な担い手の養成というものを挙げさせてい

ただきました。こちらについては、市民後見人の養成の継続だったり、受任ル

ートというものが、今現在は限られてしまっているので、市民後見人の候補者

の方々が活躍できるように受任のルートを拡大するということも考えています。 

      後は、法人後見の担い手が静岡市は少ないものですから、こちらについても養成

していけたらと考えております。 

      先日、協議会を行わせていただきまして、その中で少し御意見があったこととし

ましては、その多様な担い手の養成というところが、今記載があるもの、既存

のものではないかという御意見があったものですから、ほかの業種の参画など、

そういったところも含めて、今後もう少し細かな取組を考えていきたいと考え

ています。 

      右側のその他の必要な取組については、今現在まだ検討中のものではあるんです

けれども、現在も行っているものを継続して行っていくというところが中心に

なっています。 

      こちらの内容を盛り込んだ計画をつくりたいと考えておりますので、一応骨子案

として資料４をつけさせてもらっているのですが、ただ先ほどから申し上げて

ますとおり、地域福祉基本計画の中に内包するものですから、基本理念だった

り、基本目標というものが、こちらと共通のものになります。 

 下に書いてある内容につきましても、どこのページに書かれるかというのは、

全体とのバランスもありますので、全てが一括して載るというわけではないか

と考えております。 

 その後、参考資料につきましては、静岡市の最近の状況というか、後見制度の

利用状況だったり、その他関連するような数値が載っていますので、また御覧

いただければと思います。説明は以上です。 

○江原会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問等、御意見

等ございますでしょうか。 

○増田委員 古井先生がいらっしゃるので、私が出る幕じゃないんですが、一言だけ。市民後

見人の養成が県内各市町で、どうも苦戦しています。この原因は何かと考えた
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いです。と同時にどうして、成年後見人制度に関しては、リーガルアドボカシ

ーばっかりが議論されて、シチズンアドボカシーつまり、こうした権利擁護が

きちんと市民目線でしっかりと支えられているか、見守られているかという、

すそ野を広げていくということが全くなされていません。ヨーロッパの国々は、

それがあるからしっかりとリーガルのほうが、つまり法的のシステムのほうが

正常に動くんです。専門家に任せてしまって、それがうまくいくなんて絶対に

ありません。それは医療や、ほかの領域と同じことです。リーガルだって、い

つだって正しい判断がなされているとは限らない。だけども市民目線でしっか

り見守り支えていくことがあれば、それは養成するといいましょうか。多様な

担い手の養成のイメージがわいてないんだと思います。ですから、市民後見人

というのは、まさに中途半端な位置づけにある。だからこそ育たない。一方で

リーガルばかりが強調されていくので、本当に市民のようにならないですね。

成年後見が権利擁護になっているとはだれも実感していません。地域福祉計画

で調査をすると、このぐらい、成年後見の質問に対して、ほとんど反応があり

ません。それだけに、どこかにそこに課題があるんだと思いますね。今の御説

明の全てがとは言いませんが、多くがリーガルアドボカシーの説明ばかりです。

制度の説明になってる。これは、市民の暮らしにとってどうなのかという説明

になってないのではないかな。これは僕の感想なので申し訳ない。質問ではあ

りません。いつもこの問題は、意思決定支援に随分関わってきているものです

から、その辺の印象をいつももっています。 

○古井委員 的確に先生からのお話がありました。成年後見制度利用促進基本計画についても

第１期については、適切な利用につなげる。法律的な支援が必要な人を適切に

つなげようというところに主眼が置かれていて、なかなか市民後見人の養成と

いうことは、言葉では言っていても定着がされてないという課題を指摘されて

いると思います。第２期、国も地域共生社会の実現というところを掲げており

ますけれども、そこに向けた具体的な取組は、自治体、市、町に任されている

ので、その辺を具体的に計画で書き込むときに、成年後見制度利用促進基本計

画では、やはり一制度のことしか書ききれないのかなという印象を持っていま

す。先週の協議会の中でも申し上げたのですが、参考資料の２ページのところ

です。日常生活自立支援事業、これは市社協さんが２０年以上取り組んでくる

中で、相談件数新規契約件数がこの１、２年でかなり多くなっている。この資

料にはないんですけれども、成年後見支援センターが設置されたことで、相談

件数、成年後見の相談件数が１．３倍に増えているという形がありまして、増

田先生のご指摘のように成年後見というのが地域からしたら、法律ということ

だけじゃなしに、生活に困っている方がどうつながるかという話もあると思い

ますので、基本的に相談の中身としては、確かに法律的なことも含むんですが、

中には福祉的な課題があったり、困難さを抱えている、その中で成年後見制度

を使うということには至らないけれども、日常生活自立支援事業を使いたいと
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いう方が、これだけ急増している状況がある。そこは、啓発、相談機関を充実

させてきた市の取組であるかと思います。 

ただ、そういった方々のニーズに応え切れてないということも先日、お話があ

りました。具体的に申し上げますと、日常生活自立支援事業を希望していても、

３か月ぐらい御利用が難しいと。そういう体制の中で、せっかくこういう権利

擁護支援が必要だという方が発見されても、総合的な体制というところで、な

かなか課題を残しているんじゃないかと。こんなときに、市民後見人の養成と

いうというところは進んでいても、その方々がなかなか活躍する場が見つから

ないということもあると思いますので、成年後見制度利用促進基本計画は、成

年後見制度だけというよりは、権利擁護支援というところに、少しシフトして

いってるので、そこにこちらの基本計画を拡大していくのか、あるいは地域福

祉計画の中で、その視点も含めて、さらに広げていくところがいいと。この専

門分科会の中でも議論していただけたらと思います。私からは以上です。 

○江原会長 御意見ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○深澤委員 資料３－１の計画策定の趣旨で、それは国のほうが言ってることなのかもしれま

せんが、本人の地域社会への参加を実現するために成年後見制度の利用促進に

関する施策について、計画を策定すると。実際に認知症の方が成年後見を受け

た場合に、地域参加するということ自体が、これは理想であって、なかなか具

体的にどういうものなのか、今の古井先生のお話と同じようで、もちろん理念

が大切なんですが、具体的なものがないなと。それは、実際に地域社会に参加

というのは、私の知っている人も成年後見を受けていらっしゃるけれど、今は

お家に住めないから、施設に入っていらっしゃる。その中で、お庭がぼさぼさ

になっちゃった。でもそれを切るには、どうしましょうということで、成年後

見の方に聞いても、はい、わかりましたってなかなか、お庭がきれいにならな

い。「もうどうしましょう」と。具体的にそういうことがあって、成年後見、

成年後見人て何をしてくれるのかなと。お金がすごくかかるわけです。見積り

を取ったら４０万ぐらいかかる。だから、ちょっと・・・。どんどん木は成長

するから、雑草も出る。どんどん高くなるのにどうするのかなと思って、近所

の人も心配していらっしゃるんですが。 

      「成年後見人て何をする人なんですか」って、前も質問している気がするけど、

理想論がいっぱいあって、具体的な感じが見えない。それでも後見人は養成し

ましょうというのが、現実とあってないような気がして。申し訳ない。国の政

策だから、しょうがないのかもしれないけど、何か現実違うなという思いが、

いつもあります。 

○江原会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

      いろいろと御意見をいただきましたので、これを踏まえた上で今後の計画づくり

に活かしていただきたいと思います。ありがとうございました。 

      それでは、報告事項、次の重層的支援体制整備事業への移行準備事業とさらに個
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別避難計画の説明について一括でお願いしたいと思います。 

 

[報告事項]②重層的支援体制整備事業への移行準備事業について 

③避難行動要支援者の個別避難計画作成モデル事業について 

○事務局  重層的支援体制整備事業への移行準備事業の説明ということで、資料５を用いて

説明をさせていただこうと思います。福祉総務課の木村と申します。座って失

礼いたします。 

      資料５なんですけれども、１ページと２ページにつきましては、昨年度の分科会

でも皆様に御提示をさせていただきまして、御説明をさせていただいた内容に

なりますので、簡単に説明をさせていただければと思います。 

      重層的支援体制整備事業なんですけれども、地域共生社会を目指す先としまして、

平成２９年の社会福祉法改正というところが契機という形になっております。 

      平成２９年度の社会福祉法改正では、地域共生社会の実現に向けた地域づくり、

包括的な支援体制の整備に努めるということで、市町村がそういった体制づく

りに努める旨が規定されたというところから始まっております。 

 平成２９年度から令和２年度モデル事業を行いまして、モデル事業のほうで見

えた課題ということで、従来の制度、高齢・障害・子供だったりとか、縦割り

の補助金というものが基本になって、行政の施策だったり、サービスだったり

が整えられていったわけですけれども。そういった縦割りを基とした相談支援

機関だと制度のはざまがどうしても発生してしまうということで、従来の制度

では解決できないニーズが存在しているのではないかということが顕在化した

と言われております。 

      ここから国の検討ということで、断らない包括的な支援体制整備に向けて、支援

を一体的に実施する事業というものを創設する必要があるということで立ち上

がったのが、令和２年の社会福祉法改正で規定されました重層的支援体制整備

事業というものになります。 

      重層的支援体制整備事業というものが何なのかというところなんですけれども、

そちらの左下の部分ですね、オレンジの色で書いてあります①から⑤の事業を

それぞれ一体的に実施することで重層的支援体制整備という形が認められると

いったら、言い方があれですけれども、重層的支援体制整備事業がされている

という形になります。 

①から⑤の事業については、次のページで説明しようかなと思っているんです

けれども、何が大きく変わったかという、もう一点なんですけれども、重層的

支援体制整備事業の交付金というものが創設されまして、これまでは縦割りの

制度ごとに補助金が交付されていたんですけれども、そちらの補助金が一本の

交付金として交付されることで、制度の垣根を超えたような支援が可能になっ

ていくという形で、少し国の設計も変わったという形になっております。 

      重層的支援体制整備事業の具体的な説明が２ページになります。支援のフローイ
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メージということでつくらせていただいた図になります。それぞれ①から⑤が

どういうものなのかというところが枠ごとに書いてあるんですけれども、幾つ

かの課題を持たれた家庭というのも左上のほうに、「仮に」という形で書かせ

ていただいた家庭がありまして。 

 まずは、そういったところで困った家庭の方たちが相談に行かれる先が、もう

既に幾つかあるような先なんですけれども、相談支援というところで、縦割り

ということで分野を超えて、なかなか相談を受け付けられなかったというよう

な形で断ってしまっていた相談だったりとかも、包括的に何でも受け止めると

いう体制をまずは、相談支援のところでつくっていきましょうということにな

っております。 

      相談支援の中で受け止めて、各機関の連携だったりとかで解決していく課題とい

うものは、今まで提供されているサービスだったりとかで解決していくという、

従来のやり方というのは変わりはないんですけれども、その中で、より多くの

機関との連携が必要だなというところだったり、なかなか連携がうまくいって

なくて、困りごとが解決していかないといった事業に関しましては、真ん中の

他機関協働の事業にあがってくるというようなイメージ図になっております。 

      課題が複合化した事例だったりとかについて、関係者や関係機関の役割を整理し

たり、支援の方向性を示すということで、重層的支援会議というものが開催で

きるという規定になっております。 

      そちらの重層的支援会議において、支援プランが作成され、その支援プランに基

づいて、その家庭の支援がされるという中身になっております。 

  新しく創設された事業としましては、右上の参加支援、左下のアウトリーチ等を

通じた継続的支援事業というものになるんですけれども、それぞれどういった

事業内容かといいますと、重層的支援会議の中で支援プランを作成すると、先

ほど御説明をしたんですけれども、支援プランの作成の中で、こういった事業

を必要だなと思う家庭には、そういった事業ができるよということでつくられ

たものになるんですが、右上の参加支援の部分なんですけれども、地域の資源

だったりとか、そういったところにマッチングしていくというようなイメージ

の事業になります。ただ既存の支援メニューだったりとかでは、なかなかその

方にうまくはまるようなメニューがないという場合は、既存の社会資源の拡充

だったりとか、支援メニューの創設というものを行う形で、その方の支援をし

ていくというものが参加支援になります。 

      左下のアウトリーチ等を通じた継続的支援事業というものなんですけれども、

「とにかくつながれるように」という言葉を書かせていただいているんですけ

れども、なかなか信頼関係構築までに時間を要する方ですとか、そういう方た

ちに対して、継続的につながり続ける支援というものを行うといったような事

業になります。 

      右下の地域づくりに向けた支援というところなんですけれども、これは地域の社
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会資源だったりとかを生み出していくような事業になってはくるんですが、世

代を超えて交流できる場の整備だったりとか、地域の中でいろいろな方がつな

がれるような場づくりというものをしていく、土壌を築いていくというような

ところで、こういったいろいろな今、支援の説明をさせていただきましたけれ

ども、こういったそれぞれの支援が重なりあうことで、どういった方でも取り

残されないというか、はざまに落ちないように支援を続けていくというような

形が重層的支援体制整備事業が目指しているところになるかと思います。 

      その重層的支援体制整備事業を実施するために、移行準備事業というものを国の

ほうも合わせて創設をしておりまして、移行準備事業で整えた上で、重層的支

援体制整備事業を実施していくという流れになっております。 

      静岡市としましても、令和３年の４月から移行準備事業のほうを始めておりまし

て、３ページのほうが昨年度の取組状況ということをまとめさせていただいた

図になります。 

      移行準備事業の中に庁内連携体制の構築等の取組というものが入ってありますが、

静岡市は月に一回程度、庁内連携会議というものを開催いたしまして、昨年度、

現在の状況だったりとかの整理をさせていただいた形になっております。 

      それぞれ①から④までということでやらせていただいた内容を書かせていただい

ております。細かく全てを説明するということが、時間の関係上、難しいもの

ですから、少し割愛させていただく部分もありますが、現在、重層的支援体制

整備事業に関連する事業の整理だったりですとか、各機関がそれぞれほかの機

関とどのくらい連携が取れていると感じているのかという部分の整理だったり、

後はそもそも既に設置されている会議だったりとかは、どういったものがあっ

て、どういった役割で、その会議が運営されているのかという整理をさせてい

ただいたほか、相談支援機関へのヒアリングというものも行わせていただきま

した。 

      特に相談支援機関へのヒアリングということで、重層的支援体制整備事業への期

待というものは、かなり大きいものがあるなというところを感じたところであ

ります。 

      特に今、困難事例のコーディネート役だったり、関係機関の間をつなぐような役

割というのが、なかなか現状、相談支援機関が日々の相談をする中で、プラス

して、そういったコーディネート役だったり、つなぐ役割だったりというのが、

なかなか手が回っていないよというところも声としては、上がってきておりま

して、重層でそういったところがカバーできるようになっていければうれしい

というお声が上がっていたというところになります。 

  他機関との取組といたしましては、重層的支援体制に関する研修の実施をさせて

いただいたというところになっております。 

      ４ページ目に移らせていただきまして、令和４年度の取組予定ということで、こ

ちらもすみません、内容を簡単に書かせてしまっているんですけれども、引き
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続き庁内連携会議のほうで、体制について取組の実施の方法をもう少し具体的

に詰めていくというような形を取りたいと思っております。相談支援体制の部

分もそうですし、参加支援、アウトリーチの部分だったりとか、そういったと

ころをどういうふうに事業を組み立てることが、一番今の静岡市にとってよい

のかというところを検討を進めていきたいと考えている内容です。 

      重層的支援会議というものを立ち上げられるということで、重層的支援体制整備

事業は、そういった規定にはなっておるんですけれども、そもそもどういった

会議体というものが、今必要となっているのか。そういったところの検討も含

めて、重層的支援会議の模擬会議というものを開催していくというような計画

を立てております。 

実際に会議を行っていく中で、設置に当たっての課題等の整理を行って、どう

いった形が一番マッチするのかというところで検討を進めていきたいと考えて

いるというところです。簡単ではありますが、説明は以上になります。 

○事務局  続いて、個別避難計画について御説明をさせていただきます。資料６を御覧くだ

さい。 

      個別避難計画は、そもそもどういうものなのかというところでしたり、背景など

をお話させていただければと思います。 

 個別避難計画とは、災害時に自力で避難が難しい避難行動要支援者一人一人に

合わせた、避難支援計画に関する計画、避難支援等に関する計画というものに

なります。 

      具体的には、それぞれ避難に支援が必要ですよということだけではなくて、避難

方法だったり、避難先、避難支援者などを明記したものになります。 

      こちらを策定する背景としましては、近年の災害においても高齢者ですとか、障

害者の方が多く犠牲になっていまして、死者の中のその方々の割合というのが、

かなり多い状況です。現在、避難行動要支援者名簿というものがあるんですけ

れども、そういった方々への支援をさらに実効性のあるものにするために、こ

ちらの計画の作成促進が重要ということで、昨年の５月に努力義務化されたも

のになります。 

 それが３番の根拠法令というところになるんですけれども、こちら、個別避難

計画からの作成することが努力義務化されました。 

 国のほうとしては、おおむね５年を目安にリスクの高い方から、作成するよう

にというふうに示しているんですが、流れとしては、本人のハザードの状況だ

ったり、心身の状況とか、支援者の状況でしたり、そういったものを考えて優

先度をつけて、高い方から策定をしていくという流れになります。 

優先度が高い方につきましては、福祉専門職などとの協力をして策定していく

ことになりまして、だんだん低くなるにつれて、本人さんだったり、家族、地

域の方に御協力いただいて、おおむね５年を目安に避難支援者の計画を策定し

ていくものになります。 
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      次のページ２ページ目にいきまして、昨年度こちらの個別避難計画策定のモデル

事業を行いまして、そちらの御報告を簡単にさせていただきます。 

      こちらは、障害者協会と協働しまして、後は障害福祉課とうちの福祉総務が協働

しておこなったものになります。 

      内容としましては、５１人の計画を策定していきました。その計画を個別避難計

画、専門職、優先度の高い方々ということで、事業所に協力を依頼しまして、

またそこに対してアドバイザーの派遣というものも行いました。当事者の一部

につきましては、実際に避難訓練にも参加して、その実効性というものを確認

したようなものになります。 

 こちらのモデル事業から分かったこととしましては、専門職の方に協力をいた

だいて、個別避難計画の策定を行ってみたんですけれども、避難支援者という

欄以外については、福祉専門職の方々の御協力があれば、ある程度進められる

ことが分かりました。ただ地域の方とのつながりだとか、そういったものが現

在のこの世の中だと薄いものもありますので、そこの確保というところが難し

いということで、こちらについては、自主防災組織等の方の協力が不可欠であ

ると感じております。 

      その避難支援者の確保については、まずは地域の方々がそもそも御自身の中で自

分が避難するというところについても、まだ落とし込みきれてない部分がある

のではないかというところがありまして、まずは地域としての災害リスクを把

握して、危機意識を持ってもらうことが必要なのではないかなと感じておりま

す。 

      その上で、御自身のハザード等を理解した上で、支援者への支援ということにつ

なげていけないかというふうに考えております。それを基に、今年度どのよう

な内容を行っていくかというのが資料７になります。 

      昨年度は、障害者協会と協働させていただいたものですから、障害分野を中心に

作成したんですけれども、今年度は介護分野ということで、分野を広げて進め

ていければと思っております。 

 また自主防災組織等の協力を得まして、避難支援者の確保がスムーズにいくよ

うに連携を取れればと考えております。 

 ３番、作成の範囲については、先ほど申し上げましたようにハザード要件など

から、優先度をつけて５年を目安に避難行動要支援者名簿に掲載された要支援

者の計画を策定していくことになるんですけれども、現在、静岡市は、こちら

の名簿に載っている人数が１２万人程度おりまして、またそのうち地域の方に

個人情報を提供することを同意した方というのが５万人程度いらっしゃいます。

こちらの数、ほかの市町村を見てもかなり多い数でして、本当に支援が必要な

方がどなたなのかというところで、この名簿の掲載する要件だったり、そうい

ったところを精査しながら進めていくようなことを考えております。 

 個別避難計画の具体的な取組方法としては、次のページになります。 
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 今回、介護の分野を広げていくということと、後は地域の方々の協力を得ると

いうことで、庁内でも連携を取りつつ進めていきたいと考えているんですが、

地域との連携と福祉専門職との連携ということで、大きく分けさせていただい

ておりまして、地域の連携としては、その地域の防災に関するアドバイザー派

遣だったり、出前講座などでそもそもの地域のハザード等を理解していただい

た上で、避難支援者、要支援者の支援につなげるというところを考えておりま

す。 

 専門職との連携というところにおきましては、障害の分野は、昨年度の実績が

ありますので、その実績を介護分野にも広げていくということで、今年度も何

件か個別避難計画を、実際に作成するように考えています。 

      最終的には、ちょっと今年度ここまでできるかという部分もあるんですけれども、

その地域の方と専門職、当事者の方があわさって、実際にどういうふうに支援

をしていけばいいのかという現実性の検討だったり、実際の支援の方法につい

て検討して、防災訓練などで実際に訓練ができればいいなと考えております。

説明は以上です。 

○江原会長 ありがとうございました。それでは、ただ今の説明について御質問等ございます

でしょうか。 

○酒井委員 清水庵原小学校の酒井と申します。お世話になっております。学校関係者として、

これは質問をして帰らないといけないと思っているところなんですけれども。 

      重層的支援体制における支援について、質問と意見です。昨年度、一昨年度とイ

メージ図を整理していただいたときに、学校機関という言葉がないということ

を委員の中から意見も出ましたし、私もそう考えているんですけれども。学校

が福祉総務課とどのような連携をしていけばいいのかなというふうに、素朴な

疑問ですけれども思いました。というのが、いろんな複合的な問題を抱えた子

供たち、子供がいるとします。そのときに問題がそれほど絡み合ってないとき

は、これは児相に、これは民生委員の方に見守りを、これはサポートセンター

に連絡をと、パッパッと判断はつくんですが、複合的に問題が絡んでいるとき

に、私たち学校関係者はまず教育委員会の児童生徒支援課、生徒指導係という

ところに相談をします。そこからどこへ連携して、相談に乗ってもらえればい

いよというアドバイスをいただくことができます。そして心理面とか、福祉面

とか、いろいろ枝分かれしていくんですけれども、そういうパイプがあるんで

すけれども、児童生徒支援課が担っている役割と福祉総務課さんが担っている

役割が、重なるところがあると思うんですけど、学校としては問題をとにかく

早く早く解決をするに当たり、どういうルートを通れば一番、子供や家庭にと

ってよりよいのかということを考えたときに、つながり方ですよね。学校との

つながり方、そういったものが、もう少しはっきりすると私たちもありがたい

なというのを感じます。ですので、児童生徒支援課、福祉総務課さんの連携と

言うんでしょうか、協業というんでしょうか。的はずれだったら申し訳ないで
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すけど、そういったところについては、何か構想があるのか。もし準備を進め

ていらっしゃるなら教えていただきたいです。 

      それから毎年、学校は管理職、教頭が各関係機関との連携ということで、そうい

う研修を教頭が受けてきます。ですので、パイプがしっかりできたときには、

ぜひ市の教頭会あるいは、校長会等で学校がどのようにつながったらよいのか

ということについて説明をする場を設けていただけると大変心強く思います。

以上です。よろしくお願いいたします。 

○事務局  御質問と御意見ありがとうございます。 

 学校さんとのつながり方というところなんですけれども、まず福祉総務課と児

童生徒支援課の連携というところなんですけれども、現時点で重層的支援体制

整備事業を静岡市がどのようにつくっていくかというところが、まだ構想段階

というところもありまして、まだお声かけができていないというのが現状には

なります。 

      もちろん教育分野ですとか、この重層の構想といたしましては、様々な分野と今

までは教育は、関わりがもちろんあるんですけれども。経済の分野だったりと

か、あまりそこまでは連携が密でなかったところにもつないでいくというよう

なところが目指される事業にはなりますので、様々な機関と連携が必要だとい

う理解は、私たちもしているところです。 

      ただ現段階で、まだイメージがちゃんと固まっていない中でお声かけをすると混

乱を招くというところもありまして、まだお声かけができていないというのが

現状になります。 

      ただ先ほどおっしゃっていただいた教頭会での研修だったりとかいうような機会

で、こういった事業が完成した暁には、きちんと制度が導入されましたのでと

いうか、今後はこういったルートで御相談をいただけると一番よいというとこ

ろが、明確に示せるようになることが必要かなというふうに今、お話を聞いて

いて感じたところであります。 

      具体的に学校さんとの協働という部分では、フロー図でいうと多機関協働のとこ

ろに入ってくるかなと思います。現時点で幾つかの相談、支援窓口があります

が、そういったところで受け止めた相談について、複合的な課題だったりとか

が必要な場合は、多機関協働というようなところで様々な機関に連携をかけて

いくというような仕組みになっておりますので、そういった中で学校さんにお

声かけをさせていただいたりとか、ほかの機関にお声かけをさせていただいた

りとか、様々な機関を集めての重層的支援会議という形になっていこうかなと

思いますので、そこの入りが児童生徒支援課さんなのか、どこなのかというと

ころが問題になってくる部分かなと思うんですけれども。またこちらも整えさ

せていただいて提示ができればなと思っておりますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 

○江原委員 ありがとうございました。 
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○遠藤委員 ちょっとお聞きしたいと思います。地域で地域共生社会ということで福祉総務課

のほうもいろんなことを取り組ませていただいておりますけれども、この中で

重層的支援体制の創設ということで、相談体制、支援体制、地域からの支援と

いうことで、これが各自治会町内のほうには落ちているんでしょうか。それを

一つお願いしたいことと。 

      それから、個別避難計画ということで、防災の会長とか民生の方には、こういう

避難者の名簿がきておりますけれども、私どもは、高齢者の一人暮らしの皆さ

んとか、高齢者の皆さんの名簿というのは、各自治会町内会でお持ちになって

いるけれども、こういうのを有効に利用して取り組んでいきたいと思っていま

すけれども。ただやはり、避難計画というのは我々だけではできない。全体の

総合的な計画をしていただかないと大変なことが起こるということになります

ので、きめ細かな計画をつくっていただければ大変ありがたいと思っておりま

す。 

      これからいろんな防災計画等いろいろと出てくるかと思いますけれど、やはりど

ういうふうにして避難するかということも、これから全体でというふうなお話

かと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。 

○事務局  ありがとうございます。重層的支援体制整備事業について、自治会だったりとか

に落ちているかというところなんですけれども、現段階では、まだ御説明だっ

たりとかはしていない状況になっております。どういった部分で、説明をさせ

ていただくのが一番皆様に伝わりやすいところかというところも少し、関係機

関だったりとかとお話を進めさせていただいて、また御提示ができるようにな

っていければなと思っているところです。ありがとうございます。 

○事務局  すみません、個別避難計画についての御意見ありがとうございました。 

      こちらについても、どうしても市のほうだけでは取り組めない事業になっており

まして、やはり地域の方ですとか、福祉専門職の方、いろんな方と協働して行

わないといけないということは、私も重々に感じておりますので、こちらこそ、

いろんな面で御協力をお願いする部分が多くあるかと思いますが、よろしくお

願いいたします。以上です。 

○江原会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○深澤委員 重層的支援体制、これはとても一人の人だけじゃなくて、随分介護保険でも一つ

の介護保険だから、その人のことだけというのは分かるんですが、家族で住ん

でらして、一人じゃなくて二人とか、家族がいらっしゃる中で、周りがどうし

ましょうということが、今あるんですね。それは、介護保険は個人の介護保険

だからって、それは理論的には分かるけど、実際に生活しているとそうはいか

ない。そこには私たちみたいなボランティアの人が行くというのは、それは社

協さんの中にボランティアのコーナーがあるので、そこで見るのですが、こう

いう中で、今言ってらっしゃいましたけれども、市役所の中とか区役所の中に

も、職員の人数が決まってますでしょ。こういういろんな新しいものが出てく




